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北海道胆振東部地震による被害状況及び
国土交通省の対応

公益社団法人　全国防災協会

１ ．地震の概況（ 9月１１日気象庁発表）
　・ 9 月 6 日最大震度 7を観測後、 9月20日 8 時現
在、震度 1以上を観測する地震が260回（内震度 4
以上、16回）発生しています。

２ ．河川管理施設等の被害（ 9月２0日  ８ ：00現在）
１）道路管理施設
　①高速道路、国管理国道：被災無し
　②道道・政令市道：10区間
　　北海道 9区間（土砂崩れ 7区間、橋梁損傷 2区

間、路線損傷 0区間）
　　札幌市 1区間（液状化 1区間）

　 9月 6日 3 時 7 分に北海道胆振（いぶり）地方中東部の深さ約35㎞でマグニチュード（M）6.7
の地震が発生しました。この地震により厚真町で最大震度 7を観測しました。周辺地域を含め大規
模な崖崩れや液状化が発生し、厚真町36名をはじめ41名が死亡し、2,238棟が被災（全半壊、一部
破損）し、一時道内全域で停電が派生するなど甚大な被害が発生しています。また、現時点（ 9月
20日）で900余名の方々が避難生活を強いられています。
　今回は、地震の概況及び公共土木施設の被災状況、国土交通省のテックフォース（TEC-FORCE）
による自治体等の支援状況についてお知らせします。

震度分布図

各地域の震度分布
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２ ）河川管理施設
　①国管理： 3水系 6河川32箇所（全箇所で対策完了）

　②同管理河川　 6水系 7河川
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３）土砂災害
　土砂災害発生状況57件（ 1道）
　　ア）土石流等

　　イ）がけ崩れ

３ ．国土交通省による主な取り組み（TEC-FORCE
派遣他）
　○ 9月 6日から北海道開発局をはじめ、全地方整
備局（ 8）より 9月21日現在、延べ1,811名派遣し現
在も継続中です。派遣先は、被害の大きかった厚真

町を初め、15市町・開発建設部で河川、道路等土木
施設の被災状況調査や道路啓開、埋塞河川の掘削及
び給水活動等、被災者に寄り添い、市町村を初めと
する施設の早期復旧に向けた活動を行っています。

平成30年 9 月21日現在
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○活動状況写真（抜粋）
　TEC-FORCEの活動状況については、北海道開発局ホームページ（下記）でご覧下さい。
https://www.hkd.mlit.go.jp/ky/saigai/splaat000001e1uy.html

9 月 ８ 日道路他土木施設被災状況調査（厚真町：北海道開発局、厚真町：関東地方整備局）

1
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9 月１4日埋塞河川河道掘削、道路啓開（厚真町：北海道開発局）

9月１6日給水・入浴等支援（安平町、苫小牧市：北海道開発局、北陸地方整備局）
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＠S静岡新聞より（ 9月１２日）

（参考）

9 月１１日応急対策支援（厚真町幌内地区：中部地方整備局）
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○　書面による査定上限額の引き上げにより査定に
要する時間や人員を大幅に縮減

・書面による査定上限額を通常300万円未満から以
下のとおり引き上げる。
地震（水管理・国土保全局所管）
　北海道：5,000万円以下
地震（港湾局所管）
　苫小牧港管理組合：3,200万円以下
台風（水管理・国土保全局所管）
　山形県・和歌山県：2,000万円以下
　石川県：1,000万円以下
台風（都市局所管）
　大阪府：400万円以下　札幌市：2,000万円以下
　大阪市：350万円以下
台風（港湾局所管）　神戸市：5,000万円以下
○　設計図書の簡素化により早期の災害査定を実施
・以下を対象として、既存地図や航空写真、代表断

面図を活用することで、測量・作図作業等を縮減
する。
・また、土砂崩落等により被災箇所へ近寄れない現
場に対し、航空写真等を用いることで、調査に要
する時間を縮減する。
地震（水管理・国土保全局所管及び都市局所管）
北海道、札幌市
地震（港湾局所管）苫小牧港管理組合
台風（水管理・国土保全局所管）山形県、和歌山県
台風（港湾局所管）神戸市
○　現地で決定できる災害復旧事業費の金額の引上
げにより早期の災害復旧を実施

・平成30年北海道胆振東部地震における北海道及び
札幌市において、現地で決定できる災害復旧事業
費の金額を通常 ４億円未満から 8億円未満に引き
上げる（水管理・国土保全局所管の施設のみ）。

北海道胆振東部地震及び台風第19号、20号、21号の
暴風雨により被災した河川・道路等の迅速な復旧を支援

〜災害復旧事業の災害査定効率化〜

平成30年 9 月25日 水管理・国土保全局防災課他

　国土交通省では、平成30年北海道胆振東部地震による被災施設について、「大規模災害時の災害
査定の効率化（簡素化）及び事前ルール」※を適用し、北海道（政令市を除く道内市町村含む）及
び札幌市などの災害復旧事業の査定を効率化（簡素化）するとともに、平成30年台風第1９号、20号、
21号の暴雨風等による被災施設について、山形県及び和歌山県などの災害復旧事業の査定を効率化
（簡素化）します。
　これにより、今般の災害に見舞われた地方自治体の災害復旧事業の災害査定の事務手続きの迅速
化が図られます。
※大規模災害発生時に被災自治体の災害査定に要する期間等を大幅に縮減するルールとして設けたもの（平成2９年 1 月13日
公表、別添参照）
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会 員 だ よ り

【背　　景】
　平成17年以降、宮崎県では大規模な災害が少な
く、過去に災害を経験したことのある技術者も退
職し、また新しく入ってきた若手職員も災害復旧
を経験する機会が少なくなっています。このため
災害対応力強化のため、河川課では、様々な講習
会を実施し対応を行っているところです。
　今回、大規模災害時における支援として、全国
防災協会の災害復旧技術専門家派遣制度に加え、
本年 4月新たな宮崎県独自の市町村支援体制とな
る「災害復旧エキスパート制度」を施行しました。

【災害復旧エキスパートとは】
　災害復旧エキスパート制度は、地震、津波、風
水害等による大規模な災害が発生した場合、市町
村からの要請に基づき、災害復旧業務の経験や専
門的な知識を有する技術者（以下「災害復旧エキ
スパート」という。）を派遣し、災害復旧エキス
パートがその経験や知識を生かしたボランティア
活動を行うことにより、市町村を支援するもので
す。

【支援団体承認式】
　今回、全建緑陽会が「災害ボランティア部会」
を立ち上げ、災害復旧エキスパート制度への登録
申請があり、支援団体として承認されることとな
ったため、平成30年 8 月24日に、「災害復旧エキ
スパート支援団体承認式」を実施しました。
　この承認式において、宮崎県県土整備部次長よ
り、登録承認書の授与を行った後、昨年度の九州
北部豪雨の際にも市町村からの支援要請に対し、
延べ約200名を派遣されている福岡県防災エキス
パート会の理事をお招きし、支援活動について講
演していただきました。

【おわりに】
　宮崎県では、本年度創設した「災害復旧エキス
パート制度」を活用しながら市町村と連携し、大
規模な災害がいつ発生しても対応できるように、
担い手育成と技術力向上を図っていきたいと考え
ております。

災害復旧エキスパート支援団体承認式

宮崎県 県土整備部 河川課 災害担当

①　登録承認書授与

写真左：全建緑陽会　　　　濱田会長
写真右：宮崎県県土整備部　蓑方次長

福岡県防災エキスパート会　堤理事

②　記念講演
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会 員 だ よ り

△「夕刊デイリー」　平成３0年 ８ 月２5日（土）

△「宮崎日日新聞」　

▷「朝日新聞」　平成３0年 ８ 月２5日（土）

新 聞 記 事
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協会だより

　地すべり対策の手引きは平成18年３月に、護岸工法技術指針（案）は平成13年５月に編集・発行しています。
その後、よりよい施工事例や新たな知見がある可能性があります。
　使用にあたっては、発生採択事例集（全国防災協会）、災害手帳（全国建設技術協会）や河川砂防技術基準及
び巻末の参考図書等により最新の技術的知見と相違ないか確認して下さい。

　販売を終了していた下記の２種類について、問い合わせ及び再販売要望が多く寄せ

られています。両方とも災害復旧の手引きや指針として活用されているため増刷し、

９月18日から再販売しています。

① （増刷）災害復旧事業における地すべり対策の手引き
② （増刷）河川災害復旧護岸工法技術指針（案）

詳細は、協会ホームページをご覧下さい。

URL　http://www.zenkokubousai.or.jp/toshyo_publication.html

※使用にあたり（下記に留意し活用を）

販売終了図書の再販売のお知らせ
―問い合わせが多い２冊を再販売しています―
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平成３0年　発生主要異常気象別被害報告 平成30年 9 月14日現在（単位：千円）

※被害報告は、月 2回（15日、月末）国土交通省HPで公表。最新は下記をクリック
　http://www.mlit.go.jp/river/toukei_chousa/bousai/saigai/kiroku/houkoku.html

http://www.mlit.go.jp/river/toukei_chousa/bousai/saigai/kiroku/houkoku.html
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